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戦前日本教育権思想史研究

(その 1) 

一法体制確立期における親権一

Studies in the History of Thought of the Rights 

to Education in Pre-war }apan (part 1) 

一-ParentalAuthority in the Period of 

Established Law System-

片 聖子 輿

Kouzou Katano 

概要

親と子の教育に関する機利義務関係は、現行民法のみならず、明治31年に施行された明治民法にも規定されてい

た。本稿においては、明治民法における窺権規定がし、かなる推移を経て成立し、またその後いかなる解釈をされてい

たのかを、明治中期から大正初期までの法体制確立期 (r譲渡日本近代法発途史』の時期区分および F講座現代法第
14巻外国法と臼本法』における時期区分を参考にした)をその持期的対象として考察する。

第1主主においては、日本古来の家族制度を破壊するものとしてその施行が延期された旧民法の事案から!日民法の改

正である明治民法までの親権規定の推移を民法典論争(明治22-25年〉や法典調査会(明治28-29年〉の審議を混じ

えて考察する。

第2主主においては、明治民法成立以降の親権解釈の態様を分析し、その一般的解釈はどのようなものであったかを

既往の研究と照合しながら考察する。

自 次

序 研究の;意義と目的 (4) 法典調査会における親権をめぐる審議

第1宝韓 国民法草案から明治民法までの親権規定の捻移 第2主主 明治民法の親権解釈

(1) I日民法成立までの経緯の概略 (1) 親権解釈の態様

(2) I日民法成立までの親権規定の推移 (2) 就学義務解釈と親権規定

(3) 民法典論争 総括と今後の課題

法学者を中心として蜜に活発になってきた。

浮研究の意義と自的 しかし、教育機に関する既往の研究の多数は欽米の教

育機思想と戦後日本のものであり、戦前日本における教

いわゆる削教育権、、の内容には、子どもをや心とし 育機の体系的研究は未だ見られず、しかも、既往の戦前

て、毅・教師・溺家等の機利義務関係が複雑に交錯し存 の研究においても疑問を感じさせるものが少なからずみ

在している。この教育権の研究は最近、教育行政学者や られる。
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それは、戦前における親機と就学義務の間綴で特に疑

問が生じる。

堀尾輝久氏は

「戦前のわが国において子どもの機科の思想が皆無に

等しかったことは、民法上の親機規定の解釈の摩史をー

べつするi砕きわめて明瞭である…中略…この条文(明治

民法における親の散護及び教育の権利義務規定一片野〉

について次のような疑問がi討された。例えば f義務ヲ魚

ブト云フコトハ主主キタイ…子ヲ弦護教育スノレコトハ綴ノ

権利デアロウJ(穂積八束委員)U子ヲ監護教育スルコト
ハ商家ニ対スノレ義務デアロウ…子カラ請求スノレ権利ヲ与

ブノレト云フコトハ怪シカラヌコトJ(尾崎三良委員)等c

これらの発言はわが闘の家族における子どもの地位を端

的に示している O そして、そのような解釈から、子ども

の権利の思怨がでてくる余地は全くなし、。子どもの権利

は、まさしく殺に対しては不孝、国家に対しては不忠、を

意味するもので・あったJI 1 

と「親義務の主張が子どもの機利の承認ではなく、関

家社会への義務J2lであるのが明戦前日本の毅権解釈の

歴史、、だと記されているO

it.:、星野安三郎氏も堀尾氏とiEくi可趣旨のことを述

べられ、民法草案審議過程において、「わずかにボアソ

ナード草案の精神を受け継いだ侮言葉次郎委員が『親はそ

の子安必ず教育する義務がある。それは関家に対してで

はなく子に対してである』と反論したにとどまり、穂積

八来的親権解釈が圧倒的に主流をしめたのである。J'l

(傍点は片野〉と子の無権利と親の国家に対する義務を

主張する親権解釈がほとんどであったとし、「本来宏、法

上の問題である親権とその義務伎が国家社会に対する就

学義務という公法上の問題に無媒介的に連続することに

なる」りと記述されているO

さらに平原春好氏は昭和8年出版の穂積震遠の著作に

おける「親が子を育てるのは子に対する義務といわんよ

りはむしろ麗家社会に対する義務と観念すべきであるj

という親権解釈と、明治39年の橋前代の「民法務 882条

の規定に随い絶対的なる童話権の効により必要なる範閣内

において自ら菜子を懲戒するの権力を用いて之さピ就学せ

しむべきなりj とL、う就学義務解釈とを例にとり、 "就

学義務は子どもに対してではなく、国家に対して負う、

という解釈が一般的であったことが前者(昭和8年の穂

積議遠の親権解釈〉じよって誌切され、就学義務におけ

る殺と予の関係が後者(明治39年の縫の解釈〉の{9JJの釘!

く民法によって幾務IJされたのだと記されているりが、

時代的にもまた法規の分類上も明縫でないように思われ

る。

上記主三.E(;の記述については次のような疑問を持つ。ま

ず第ーに、明治民法成立さ当時から敗戦に~るまで鴨親義

務は子に対してではなく歯家に対してで、あるu という線

機解釈が多数を銭uし一貫して燦史的な流れて、あったのか

とLづ疑問であるO 第二にはそのような解釈が圧倒的に

多数だとしたならば、そのことは、民法が伝統的家族国

家の秩序を崩壊させる危殺があるものとし、「このj二は

教育で言尽く始末をつけねばならぬJolと民法の否定と天
F~l. ítlJ教育イデオロギーの磯立をjとめるI也JJ官の言葉に象

徴される民法改IEの運動が明治後Jmから大正年代にかけ
て立起したこととは王子活するのではなかろうかという疑

問て、あるO

このような疑問から出発し、戦前日本の親権規定とそ

の解釈の推移を正確に抱えなおすことが、戦前日本の教

育権恩i恨の研究に欠かせない問題であるのではなし、かと

いう課題意識が生じたのである。

本稿において法体制緩立郊における親縫合テーマにし

たJllf自の~1 は、戦前法制において教育に関する権利義

務が勅令という形ではなく、国会という立法機関を通じ

純粋な形で法律 tに明記された唯一の規定が童話機規定で

あり、その親権規定を含む明治民法の成立がれ法体制j確

立刻、、といわれる時期にあたるということと、第2に天

皇制国家機構の法的枠組の基本としての明治滋法が制定

され、この法的枠組の中身を織部にわたって法的に毅b隠

されてし、く時期であり、その後の日本の政治・法思想の

近代化を妨げ、治安立法の思想的土台となる封建的家族

制度観に発したE母体の概念の機放した時期とされる(f務

波講座現代法第14巻、外閣法と日本法c~ 33ベージ、 62ペ

ージ参照〉法体制確立j羽にあって、民法、特に続権規定

の存在の意味を採りたいと思うからである O

本織においては、天皇制家族関家鋭に発した関体の概

念が縫立したこの時期におし、て、綴権規定の解釈は上記

の諸氏がi述おベらjれ1る立初口く 、n、親の図重家定に弁対fする義務Z中認一子fの

然権利、仇、を説く解釈が多数て

る親義務=一z綴に対する子子今の権幸利t仏、、を認める解釈が多数で
あり、しかも立法段階においても後者の解釈が多数決で

採用せられたとLづ基本仮説な設定した。この基本仮説

は、少なくとも親権規定解釈のレベルにおいては、穂積

八束的家族関家覧を{間人主義的法思想が圧倒していた

か、若しくは童話機規定それ自身が国体の概念とは松容れ

ない存在て、あったという仮説にまで発展しえよう。

本務においてはこの基本仮説の託明言ど中心とし、親権

規定の発生及び推移を考察することにし、その他の教育

機思想に関する問題は後程遂次発表したいと思う。
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戦前白木教脊権思想、史研究(その1)

第 1章 i自民法草案から明治民法

までの親権規定の推移

(1) I日民法成立までの経緯の概略

いわゆる16民法(ボアソナード民法〉の編纂は、明治

13年の民法綴纂会議に始まるが、それ以前の編纂卒業の

捻移さと忍野通著『民法典論争史JJ(昭和24年刊)と石井

良紡編了明治文化資料議議・法律編(昭和3忌年利)を

参考に概観してみたし、。

まず、 1工藤新平は明治3年9月から明治4年7月ま

で、制度局に民法会議官ど開~、法典編纂卒業主ピ行なっ

た。江藤による編纂事業は後年編纂に1)11わった磯部回虫rl

も往時を回想して江藤が「…(中略)…フランス民法合邦

訳し、フランス民法といふ字を日本民法と書き直せばよ

L 、。翻訳して波ぐこれを頒布せうJ7lといったことを述

懐しているほど、フランス民法の蕊訳に等しいものであ

り、しかも、その内容も僅かに身分証書88条の草案でし

かなかった。 8)

明治 7 年に大*善寺任が司法~~IJに就任後の 2 年間は民法

編築家業は r7elんど中絶状態 9)だったが、同9年交{乍
麟祥は大木司法郷の命を受けて起草に着手し、同11年4

月に完成主草案として司法9ß~大木に誌上しko その草案の

綴別は、 f手法となったプランス民法と全く軌をーにした

ものであり、その内容も「仏国民法と蓬庭なしいといわ

れる敷写民法 J10)であった。

このようにフランス民法の翻訳的な、日本の償習をほ

とんど顧慮しなかった土記草案を修正せんがために、大

木は明治13年新たに民法綴纂会議を開き、ボアソナード

はここに始めて民法編纂事業に参商することになったの

である。しかしながら、この時代から明治20年の山出量異

議を中心とする編纂時代までの家案は相変わらずフラン

ス民法会f手法とする敷写的なものであり、しかも、綴権

規定を含む人事編の草案はまだ存しなかったといわれ

る。11)明治20年のrli罰編纂時代の前年、民法以外の法典

を屯含む諸法典を統一的に編纂するために、外務省に法

律耳元調委員会が設けられた。半年間の外務省、時代の仕事

は大した成果が挙がらなかったようであるが、その成果

とはB山口統一法典の綴纂はれ不平等条約改夜、、という

政府の名釘により、急務の仕事とせられていた。12) しか

しながら、明治20年にボアソナードが条約改正反対の外

交意見苦撃を政府に上申した他、谷千城等の猛烈なる条約

改正反対運動が惹起したため13)、明治20年 7Y:l、時の外

務大医章表法律取調委員長であった井上饗は各国の条約問

題委員に条約改正の無期延期を表明し、その織を去った

のである。その後同年10月、法律取務委員会は司法省に

移され、司法省、法律取調委員会となったので、ある O その

委員長にははIIB顕義可法大践が就任した。司法省法律取

調委員会における民法の大部分、すなわち人事綴と獲得

綴を除くほとんどの草案はボアソナードが起草し、人事

綴は熊野敏三委員が起高ました。しかし、人事編の起主主に

ボアソナードが全くタッチしなかったかというと、「ボ

アソナードは人事綴および獲得綴の起草こそ行なわなか

ったが、日本人委員の起草した草案は、ボアソナー iごと

討議し、協定した伝でボアソナードが正稿となす主主めで、

あったJ11) ことを考えると、かなりの影響を人事編の草

案にも与えたことは疑いないて、あろう。民法中人事綴の

草案はいつで、きたかは切らかではないが、大体明治21年

頃と推重要される。15) この民法草案人事編は、明治22年か

ら司法省法律取調委員会で審議なし、修正を受けた後、

明治23年4月にUlfll委員長により政府に提出され、内閣

では同年5月に本稿を元老続に付議した。元老院ではi渇

王手7月までこれを審議修正し、再度法律取調委員会の審

査会に委託し条文整理主ピ行なわせ、その審査会案を陀年

9月18日に元名院の本会議で修正した上可決した。

かくして、元老院で修IEされた民法人事綴および財産
取得編は枢密院の諮絢を緩て明治23年10月7日に公布さ

れたのて、ある。

本論文では民法全体の構造を明らかにすることが眼目

ではなく、親権綴定の推移および解釈にあるので、それ

に従って考察することにしたい。

(2) I日民法成立までの親権規定の推移

まず、明治21年10月頃にできたと怒われるれ民法務家

人事編、、の親権規定をみてみよう O 民法草案人事編第8

主主親権の提案主主自は次のように述べている。やや長くな

るが引用してみる。「法律ハ父母ニ主主予ヲ養育スヘキ主義

務ヲ命シタレハ父母3主義務ヲ尽スヲ得ヘキ方法ヲ与ヘサ
ノレヘカラス父母主主子ヲ養育スノレニハ多少ノ権力ヲ省スノレ

ヲ姿シ綴権ハilDチ之ニ権力ヲ与ブノレモノナリ然、レトモi比

権力ノ性質ヲ誤解スルヘカラス親権ハ父母ノ利益ノ為メ

之ヲ与ブノレモノニ非スシテ子ノ教育ノ為メ之ヲ与ブノレモ

ノナリ子ノ養育ハ父母ノ義務ニシテ茶権利ニ非サレハ其

方法トシテ督護懲戒ノ権ヲ与フルト蟻モ之ヲ真ノ権利ト

震倣スコトヲ得ス一切ノ権利ハ子ニ嵐シ父母ハ只義務ヲ

有スノレニ過キス 此沼、怨ハ我閤ノ親族法ニfi.スヘシト量産

モ従来ノ慣習ヲ意義持スノレヲ得ヘカラス親権ヲ以テ父母y

利益ノ為メ存スノレモノト為ストキハ条理ニ違背シ其幣審

ニ犠ヘサノレヘシ・(中略)…父母ハ共子ヲ養成、ン教育スノレ

ノ義務ナキヤ必セリ何トナレハ3主義務アリト為セハ子ハ
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父母ニ対シ養育ヲ求ムノレノ権利アノレヲ認ムノレモノナレハ

ナト・・(中略)…父母ノ権力ヲ制限スノレハ郎チ子ニ権利ア

ノレコトヲ認ムノレモノナレハナヲ・.(中路)…圧倒ハ国家ニ

限ラス一家内ニ於テモ次第ニ消滅スヘキハ自然ノ数ニシ

テ之ヲ歎怠スノレノλ今日ノ開化ヲ知ラサノレモノナリ j16)。

〈傍点は片聖子以下i可じ〉これによると、親権は予を殿護

教育するための権力を法律が車誌に与えたものであり、そ

の子との権利義務関係は、続の子に対する義務と子の殺

に対する教育請求権をも含む権利を有するという内容で

あった。

この箪案は、その第238条に「予ハ其成年連まクハ自治

ニ至ノレマデ親権ニ服従スJ、第243条に「父表クハ母ハ家

内ニ於テ共子ヲ懲戒スルノ権ヲ有ス位、ン過度ノ懲戒ヲカu

フノレコトヲ得ス」と規定しvといた。この規定の作成せら

れた理由として、草案は次のような重要なる要素を含む

理由惑を添えていた。即ち、従来の償課によれば「一家

/政ハ全ク戸主ニ属シ…(中園長)…教育ハ家政ノ一端ニシ

テ戸主ノ任ニ属シ父母ハ共命ヲ受ケ共子ヲ駁護スノレニ過

キj17)ないもので;jI;り、しかも、「親権ユハ更ニ終期ナク

子ハ茶父母ノ生存中共機ニ服従スノレモノノ如キJ18)もの

であった。しかるに、「祖父ニ権力ヲ与フノレハ綴権ノ執

行ニ干渉スノレヲ得ヘク共干渉ハ大ユ教育ヲ妨ケ子ノ不利

益ヲ来タスJll1)が故に「童話権ハ父母ニ麗シ秘父母ハ決シ

テ主主執行ニ干渉スノレヲ得サノレモノ j20) と視父母=戸主の

親権への干渉を排し、しかも「親権ハ父母ノ利主主ノ為メ

之ヲ与フノレモノニ非スシテ子ノ教育ヲ主主スノ方法ニ過キ

サノレモノナザ故ニ子成長スレハ主主養育ヲ終ヘタルモノニ

シテミFハ独立ノ権ヲ有スヘキヤ当然ナワ j21) と、終生約

な子の毅への服従を子の権利の磁から除去しようとした

のである。 また、懲戒機も、親の子への義務履行として

位種差づけられていた 22)

このように、民法業家人事編における線機規定は、従

来の戸主権の絶対化と親と子の終生におよぶ命令綴従関

係を子どもの権利の保護という立場から根本的に打破せ

んとする、まさに闘期的なものであった。

この卒業は、明治23年5月に政府で修.iEされた上元老

院に提出されるが、その"民法人事綴u と題する提出案

をみると、その親権規定は条文の数字が変わったのみ

で、その内容には侭の変化もみられない。

、、民法人事綴、、は元老院で修正を受けた後、明治23年

10月に公布されるが、その!日民法人事編の親権規定には

第 149条に「親権ハ父之ヲ行フ 父死亡シ叉ハ親権ヲ行

フ能ハサノレトキハ母之ヲ行フ 父叉ハ母其家ヲ去りタノレ

トキハ続権ヲ行フヲ得スj とある。これを"民法草案人

事編、、および"民法人事編u の規定と比較すると、親権
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に服する子の年歯令制限がなくなっている。これはどうい

う理由で削られたかというと、「未成年ト公ブコトハ第

一ノ草案第二ノ家案ニモ迄入ッテ居ジマシタガソレガ元

老妓デソレデハ到底行ハレヌト云ブコトデ突ハ子ト公フ

者ハ親ニ従ブトヨミフノガ日本ノ道徳、デ是レハ外国ニ倣フ

必要害ガナイト云ブコトデ御改正ニナ担マシタ J23) と後の

法典調査会で磯部四郎が説明しているように、子の殺へ

の終生的な服従が日本古来の道徳に適するという理由

で、元老院により予の年齢制限の俄所が削られたのであ

る。このことは、 制民法草案人事編、、の理由畿における

「親権ハ父母ノ利益ノ為メ之ヲ与フノレモノニ非スシテ・-

子成長，スレハ…子ハ独立ノ権ヲ有スヘキヤ当然ナリJと

の予の親への終生的な服従を:s定する思想念打ち郎すも

のである。

こうしてみてくると、!日民法の草案においては子ども

の権利の承認と、それに{半う親の予に対する義務という

童話機思想がその前提としていたのに対し、明治23年に公

;;(jiされた!日民法における親権綴定は、 i日米の競子関係を

打破しようとした綴権規定とはいし、得なかったようであ

る。しかしながら、にもかかわらず、!日民法およびその

草案が日本古来の家族制度思想を波壊するものだとし、

その施行延期を迫る者と、筋行断行を唱える者との悶に

大論争が主主じたのであるo これが明治22年から25年まで

続いたところの、いわゆる u民法奥論争、、である。

(3) 民法典論争

いわゆる民法典論争の発端は、明治22年にイギリス法

学派に属する法学士会によって出された『法典編纂ニ関

スノレ法学士会ノ意見Jと題する論文で‘あった。この論文

は!日民法率案が沼本の慣習に適合せず、また外関人の手

によって作成されたものであることを理由に、法典の延

期を主張する内容のものであったjのこの法学士会の論

文を口火に!日民法をめぐり法典施行延期派と断行派とが

明治22年から号自治2S年までの4年間にわたり激烈なる論

争を展開することになる。

民法典論争の俊格については、主主野通氏、中村菊男氏

等がそれぞれの研究の成果を踏まえながら、異なった評

{衡を下しているが26)、本稿においては、その性格論争に

係わらない形で考察することにしたい。

論争の推移を追っていくと、明治22年から24年までの

論争において顕著なこととして、いわゆる"延期派、、に

属する人々の多くはイギ担ス法学の緩習者であり、した

がってその論文は、 IB民法の編纂者がフランス法学の履

習者であることをその攻撃の材料としており船、その攻

撃に対する"断行派、、の反駁は、主にイギリス法学への
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批判で、あったことが挙げられる。それらの論争の内容

は、伊藤正己氏も指摘されるように「学問的・理論的対

立ではなくて、むしろ感情的な対立の爾がj2rl強く表わ

れていた。しかもその論争は民法の各条文についてのも

のではなく、頗る抽象的なものでしかなかった。

しかしながら、明治24年発表の穂積入束論文 F民法出

テブ忠孝亡フH鼠家的民法』により、その後の論争は従
来のイギリス法派対プランスi去派の対立という形態か

ら、日本の淳風きた俗をめぐる見解の対立という性格に変

化していくことになった。穂積八束の上記二論文の要旨

は、ヨ一世ッパの個人主義的民法を模倣した!日民法は日

本古来の美総である忠孝の精神を亡ぼすものである、と

いうのであるが、その他、いわゆる延期派に属する論文

の中においては明治25年発表の法学新報社説『法典笑施

延期意見jがその内容上延期派論文の最大公約数的論文

とみてよいだろう。その法学新報の社説は!日民法が個人

主義及こy民主主義より成っていることに対する批判をし

ていることともに、!日民法は家族制度的鼠家主義を主主底

とする明治憲法にも抵触するもものであることを論じて

いる。則その他の延期派論文も、ほとんど法学新報社説

と同様あるいはその一部についての窓見をその内容とし

ていた。それに対し、断行派論文は、{悶人主義ないしは

民主主義を擁護しそれを前頭に打ち出して反駁するとい

うものではなく、延期派の偏見・誤認を指摘するにとど

まる消極的なものが多かった。ただその中において、明

治25年発表の法治協会の F法典爽施断行ノ意見』と題す

る論文が「日本原氏ハ日本帝濁ノ元素ナワ其元素ニシテ

確定ナヲス何ヲ以テ乎日本帝国ノ確定ナノレヲ掲ンヤj29)

と、 B本E誌の基泌を国民に鐙く民法の施行を説いている

ことは、穂積八東の f我国ハ祖先教ノ国ナリ家昔話ノ郷ナ

リ権力ト法トハ家ニ生レタリ、不新自由ノ個人が森林原

野ニ摘対ノ衝突ニ由リテ生レタルユアラザノレナリ氏族ト

云ヒ国家ト公フモ家制ヲ推拡シタルモノエ過キスー130)と

国家の基礎単位を家族に霞くべきことを強調しているこ

とと対比してみると、問者の留家綴の差異がうかがL、知

れる。

j二記のような民法典論争は、明治25年の第三議会にお

いて索族院で123対日、衆議院で152対 107の差で「民

法商法施行延期法案jが可決することによって31)一応の

決着をみるが、しかし、明民法典論争、、の全体を通じて、

その論争の内容は始象的なものに終止したことは否めな

い事実である。

"18民法、、が施行延期と決定して以来、政府は伊藤簿

文を総裁とする法典設査会を設置し、あらためて法典の

編纂に着手することになるのである。

既往の民法典論争の研究とその評価は、明治25年の第

三議会の決議までをその対象としている〈例えば星野通

著 F民法典論争史』、中村菊努事~ r近代日本の法的形成J
-昭和31年)が、上記の民法典論争は、それ以降、特に

法典務査会において具体的な論争として継続していくも

のと位鐙づけ、またそのようなものとして法典調査会に

おける審議を考察してみたい。

(4) 法典調査会における親権をめぐる審議

いわゆる民法典論争においては、家族制度のま葉樹iとす

る法典施行延期派の支援が勝利を制した後、政府は民法

典の念願的改IEに着手した。起草委員には断行派の駁将

である梅謙次郎、プラスン学派だが独自の見解に立ち民

法典論争には参加しなかった富井政賞、それにイギリス

学派の穂積陳E震の三人が任じられ、明治28年10月から同

29伴家で童話族編と粉続編の審議が行なわれた。

以下、法典調査会における親族編の中親権の審議を考

察することにしたL、。

a)殺権総員IJをめぐる事審議

!日民法人事編第 149条の修正である明治民法親族綴原

築親権総説第890条は「未成年ノ子ハ共家ニ在ノレ父ノ裁

機ニ液ス 父カ知レサルトキ、死亡シタノレトキ叉ハ親権

ヲ行ブコト能ハサルトキハ其家ニプノレ母之ヲ行アJとあ

る。これを!日民法の競定と比較すると、後段にはさした

る変化はないが、前段部分において、!日民法の規定には

子の年齢制j限がなかったことに比較すると、 れ未成年ノ

子、、と翠案が年齢を明確にしたことは、かなり重要なこ

とといってよい。この原案の提出漂白を梅謙次郎起草委

員は、「親権ハ子ノ利主主ヲ謀ノレ者ト云フコトニナッタナ

バ成年迄ト云プコトニスノレノガ当然ト尽ヒマス磁洋/大

多数ノ例モソウナッテ活ノレj32)と説明する。これは旧民

法の主事業が予の親に対する終生約な服従を否定してし、た

ことと同じ趣旨の意味に解してよかろう。この梅謙次郎

の説明に対し、穂積八束委員は「親権ナドニ付テ其区別

(成年・未成年の区別一片野〉ヲスノレノハ如何デマラ

ウj33) と未成年の文字を削るよう要求し、尾崎三郎委員

も「モウ二十ニナレパドソナ子デモ独立シテ仮令ヒ殺ノ

Js介ニナラヌ者デモ親権ニ綴シナイト云フコトハ我濁ニ

適当シナイト思プj3;) と穂積八束と同様に成年・未成年

の区別を排除し、ただ単に「親権ハ父之ヲ行フJと規定す

るよう発言ました。35) この穂積と問様車見への子の終生約服

従が日本の伝統に適するが放に成年・未成年の区別を除

くべしとする尾崎の提案は、議長(笑{乍喜寿祥)が採決を

求めた結菜、、起立者少数、、で否決され、結局「但独立ノ

生計ヲ営ム成年者ノ、i比限ニアラス」という但議案が採用
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されることになった。的これが明治民法第877条の規定

になるのであるが、この規定は、梅謙次郎委員の「成年

ニ満チテモ独立ノ生計ヲ立ツノレコトガデキヌトキハ親機

ニ版スノレ 其代リ独立ノ余計ヲ立テラレレパ童話権ガ解ケ

ルJ3rl とする原案提出の説明とf可等抵触するものではな

く、そのことを考えると、明治民法綴権総WJ第877条は

!日民法草案の思想をそのまま継承したものと L、L、得ょ

うo

b)続権の効力

務謙次郎等三人の起草委員の作成した原案のうち線機

の効力をみると、第892条に「綴権ヲ行ブ父叉ハ母ハj土

ノ子監護及ヒ教育ヲ為ス権利ヲ有シ義務ヲ負フjとある。

これは!日災法にも明治21年の町民法務案人事編ミ及び明

治23if.5月の m民法人李総ミにもなかった規定で、ある。

この原案につき梅謙次郎は次のように説明する。

「既成法典ニハ人事百五十条主主ニ百五十一条杯ニ依リ

マシテi詑処ニ規定シテアワマス事柄ハH去ニ想像シテイノレ

…(中略)・・元来此父ガミFヲ教育スノレ権利義務ヲ有スルト

公フヤウナ司王柄ハ親権ノ最よそ議ナノレモノデプリマスカラ

民法ニ規定シ夕方ガ穏当ト考ヘマシタ…(中国各)…勅令

(23年改正小学令のことを指すであろう一片野)ニハ挙

ニ学齢児童トアリマスガ学接待ニ達シナイモノトソレカラ

学齢ニ逮シタ成年ニ付テハ丸デ規定カ、ナイト云フノデ少

シ不完全ト忠ヒマシタカラ此処ユ権利ヲ有シ義務ヲ負ブ

ト議キマシタJ3bl

この梅の説明は、殺の子を教育する権利義務というこ

とと、その対象を米成年の子とすることの二つの内容を

含んでし、る。このこつの内容のうち。特に官若者の問題を

めぐり梅謙次郎対穂穣入来・尾崎三郎の激烈な論議が幾

関される。

まず、裁の教育する権利義務についての隠者の意見を

付記してみる。

穂積八束は次のように発言する。

「私ハ麟ハクハ義務ヲ負ブト云ブコトハ省、キタイト怒

ブノデアリマス…(中略)…殴護ヲスノレ権教育ヲ為ス権ソ

レニ対スノレ義務ト公ヒシテモ義務ハ関ヨヲ義務デアリマ

セウガ本家ノ趣意、ノ、公ニ対スノレ義務デ‘アノレ鴎家ニ対スル

義務デアルトカ云ブコトハ規定スノレニ及パス等ロサウ云

ブコトハ教育令等ニ於テ其主義ガ現ハレテ居ヲマスレハ

笈イコトデアリマシテ民法ニ於テ強ヒテ{乍ッテ議クノ必

婆ハアルマイト恩ヒマス…(中副長)ー叉教育ヲ為ス権利ガ

アルト云ヒマセヌデモソレハ親権ノ性質トシテ子ヲ皇室護

シ教育スノレト云アコトハ親ノ権力デアルト云フコトヲ"1'1

シテ援ケパ別ニ教脊スノレ権利カ余アリ教育ヲ受ケサス義務

ガアノレト云ブコトハ奮ハナクトモ宣カラウト恩ヒマスカ

ラドウカ親権ニnllスト云フヤウナコトニシテ霞キタイJ

このように穂積入来は、教予ぎを受けさせることは親の

凶家に対する義務であり、子に対する毅の権力であるか

らして、 、、1'f1l利ヲ有シ義務ヲ負フ、、とL、う文字は削るべ

きだと主張する。この穂積八束の親権把緩からは、子ど

もの権利が生じる余地はfなくない。

また、尾崎三郎委員も「親ガ予ヲ教育シナケレバナラ

ヌト云ブコトノ、間家ニ対スノL義務デアノL間家ノ成立ニ是

レカ、必要ニナッテクノレ・(中間各)…子ヲ監護スルト云ブコ

トモドウモ関家ニ対スノレ義務デアラウ自分デf{fヘタ子ヲ

ソコ等ニ打姶テ援クノハ善良ナノレ風俗ュ反スノレ、ソレ故

'fLハドウモ是レ〔義務ヲ負ブとL、う文字-)lL野)ハナイ

プjガ立イト居、ブ父ナイカラト設ッテ差支ナイ子カラ請求

スノL機ト云フコトハ後シカラヌJ10lと子を教育し院議す

ることは国家に対する義務で、あるから民法にわざわざ

、、義務ヲ負フu とL、う文字を入れるべきではないと主張

しているO この尾崎三郎の意見は子どもの権利の承認は

善良なる風俗に反する慢しからないものとして佼置づく

ものであっt.::.o

それに対し、総謙次郎の反論はどうで、あったろうか。

梅は次のように論じる。

「監護ト云ブノハ…(中略)…次ノ教育ト云フ宣言葉ヲ呼

出ス言葉デアノレ今日ノ学齢児童ハ小学校ノ親定シカナイ

コトデ大キクナッテ尚ホ志ガアッテ学問ヲシタクモ子ノ

方デ毅ニ教育ヲ;是非サセテ呉レト云フコトヲよ@ルコトハ

出来ヌソレ放本案ニ規定シテオイタノデアノレ…(中略)・・

民法ノ規定ト云フ以上ハ公法ヲ隊レテ規定シナケレパナ

ラヌー(中略)…民法ハ教育制度ニ従ッテ教育スル権利ガ

アリ義務ガアノレト云フコトヲ見テ霞ヶバソレデ笠シイ…

(中略)・此ニ謂フ権利義務ト云フノハ社会ニ対シ箇ニ対

シテト言フノデハナク私法上ノ関係カラ子カラ童話ニ対シ

親カラ子ニ対シテ定メタJ41li綴ト云ブモノハ必ズ教育ス

ノレ義務ガアルソレハ国家ニ対シテデハナク子ニ対シテデ

アラウJ42li親権ト云ブモノハ極精磯ニ言ッタナラ其予ノ

監護及ヒ教育ノ義務ヲ負ブjj;義務ヲ尽スニ必要書ナノレ権利

ヲ有スト云フコトガ理窟カラ言ッタラ登当ト思フ、然ノレ

ニ此委員務ヲ削ノレト云アコトニナッタラ親権ト云ブそノハ

一種妙ナコトニナラウJ43)(傍点は片野〉

この梅の反論を要約整理すると次のようになる。つま

り、親権は公法上の問題ではなし純然たる私法上の問

題であり、そこにおける権利義務関係は、殺の子どもに

対する義務・子どもの殺に対する受教育請求の権利・親

の子どもへの義務緩行の権利なその内容として有してお

り、従って明義務、、の文字を削ることはできなし¥とい
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うのである。

上記梅謙次郎対穂積八束・尾崎三郎の教育の権利義務

に関する論議は穂積八束が前記の明権利ヲ有シ義務ヲ負

フ怖を削るべしとL、う主張から帆権利ヲ有スu の文字だ

けを入れ、 "義務ヲ負フu を滞日るということに意見の修

正をしたことにより、 明義務ヲ負円、の文字を郎るか否

かに焦点がしぼられた。

その論議の結果はどうなったかというと、議長 (~f乍

既存祥〕が明義務ヲ負フ、、という 5文字を削るべしという

穂積八東・Fさ崎三郎の意見に賛成の者の起立を求めたと

ころ、 れ起lf.o!号少数、、となり州、結局悔謙次郎の提案が

採用される結果になったのであるO

また、未成年とL、う文字を入れるか否かについては、

尾崎三郎が「未成年ト云フ三字ヲ加へナイガ笠カラウ・・

(中罪者)…線分大キクナッテモ殴護ト公ブコトガアノレ…

(中略)…其権利〈童話の子に対する権利の意味であろう

1十野)ノナイト云フコトニナッテハ不都合デアノレJ45) と

懇権総説における主張と同様、この規定においても未成

年の文字を削るようさ主張するが、結局、議長が採決を求

めたところ、未成年の文字を入れるべしとする梅謙次郎

の説が多数で採用されることになり刷、尾崎の主張は、

ここでも否定されたのであ vった。この未成年の文字を入

れるという権説が採用されたということは、先にみた明

治21年の民法草案人事編における親の子に対する終生約

な命令権を排除し、子の独立の権利を承認するという思

想が、ここにおいて怒ったといえよう。

上記のような論議及び採決を経て、提出原案は梅謙次

郎の主張する通り、明治民法第879条に「線機ヲ行フ父

ヌハ母ハ未成年ノ子ノ監護及ヒ教育ヲ為ス権利ヲ有シ義

務ヲ魚フJと規定されることになったのである。

このようにしてみてくると、明治民法中毅権規定の成

立過程は、!日民法をめぐる法典延期派〈穂積八東)と断

行派{梅謙次郎〉との論争の延長線上として抱えられ、

結局、請求擦をも含む子どもの教育を受ける権利と、そ

れに対霞ずる親の子どもに対する教育主義務をその内容と

する梅謙次郎の主張が受け入れられ、「我T悶ノ国体ハ

家制エ剣J41) るものであり親と子は絶対的な命令服従関

係にあるが放に子どもの権利を無視した穂積八束的発怒

が斤けられたといってよいのではなかろうか。また!日民

法がお本の慣習に合わぬが放に新たに、百本古来の慣

習、に合致するべく作成されるはずでトあった明治民法が

その親権規定に自書する限りは、反動化ずるどころか、逆

に!日民法の規定よりもかなり進歩したものになったこと

は注目に値する事実である。

上記のような法9基調表会における審議を「わずかにボ
アワナード草案の精神を受け継いだ梅謙次郎委員が、

F親はその予を必ず教育する義務がある。それは国家に

対してではなく子に対してであるJと反論したにとどま

り、穂穣八来的解釈が圧倒的に主流をしめたので、あるj

4~) と説明することは、大きな誤解を生じかねない不用意

な記述といえよう。

第2章 明治民法の親権解釈

(J) 親権解釈の態様

堀尾輝久氏は「戦前のわが鼠におL、て子どもの権利の

思想が皆無に等しかったことは、民法上の毅権規定の解

釈の歴史をーべつするとき明瞭であるJ叫(傍点は片野〉

と、あたかも戦前の毅機解釈の歴史において子どもの権

利の思想が皆無に等しかった如き記述をされておられる

が、ヌド節においては、明治中期から大正初期までの法体

制緩立期といわれる時期における綴権解釈を通して、そ

の反証を試みたい。

前主主でみたように、法典調査会においては、子どもの

無権利と親の国家への義務という穂積八束の解釈と、子

どもの権利の承認と裁の子に対する義務という梅議長次郊

の解釈とが対震まされたのであるが、明治民法の成立後の

解釈がし、かなるもので、あったかを民法の註釈警によって

考察する。

まず、法典調査会における起草委員の一人でイギヲス

法学駿習者の穂積j凍震の解釈をみてみると「純粋ナノレ家

族制度ニ在リテハ親権ハ戸主権エ抱括セラレテ独立ノ存

在ヲ有スノレ余地ナキモノトナノレカ偶人主義ノ発達ト共ニ

親権ハ戸主権ト分離シテ之ト併立ス我ガ国今日ノ法制コ

レナリ…(中部各)・・親権ハ又親ノ利益ヲ目的トスノレ制度ヨ

リ進化シテ子ノ利益保護ノ縦皮トナレリ叉包括的ノ権力

ヨリ進化シテ個々ノ権利義務ノ集合トナリ親権ヲ行ブコ

ト自身モ親ノ権利タノレト同時ニ叉j毛主義務トナレリ郎チ親

権ノ歴史ハ子ノ権利ノ拡張史ナリト云フコトヲ得へシJ

50) (傍点は阪野〉とあるように、家族主義から個人主義

への移行とともに、親権は戸支権から独立し、また、子

に対す7.i包括的な権力から殺と子とは互いに権利と義務

を有する関係に変遷する、つまり、親権の歴史は子ども

の権利の拡張史だというのである。

次に奥田室長人の親権解釈をみる。奥図書長人はれ民法奥

論争、、においては延期派に属し、後年文部大肢の重要織に

就いた人物であるが、殺権解釈においては「親権ハ法律

ノ規定ニ依リテ父叉ハ母ノ有スノレ権利及ヒ義務ノ集会ナ
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ジ近役ノ構利思想ニ於テハ各私人ュ対、ン平等ナノレ人格ヲ

認メ其一人ノ意思ヲ以テ他人ノ意思ノ自治ヲ侵害スノレコ

ト'7li午ササノレハ解説、ンタノレ如シ親子ノ間ト量産モ素ヨリ此

原則ノ外ニ夜ノレモノエ非ラサノレナリ J51)(傍点は片野〉と

親権が殺と子の平等の人格を認める権利思想を前提にし

た親一子の権利義務を規定したものであることを述べた

後、その権利義務の内容を次のように解釈する。「子ノ陵

護並ニ教育ヲ為スノ、共子ニ対スノレ私法上ノ義務ナリ O 故

ニ子ハ父叉ハ母ノ身分及ヒ資力ニ応、ンテi監護及ヒ教脊ヲ

受クノレノ権利ヲ有ス…(中略)・・主主ニ所謂数議及ヒ教育

ヲ為ス親ノ義務ノ、民家ニ対スノレ義務ノ精神ニアラサノレナ

リJ52)(傍点、は片野〉と奥初義人は殺の子に対する教育の

義務と、子の殺に対する教育を受ける権利とを認める解

釈をなしている。

また、仁井問主主太郎はその箸f綴族法相続法論jJ(大正

4年刊)において、「我鴎ニ於テハ古来家族制度勢を有シ

家長権ノ範間接タ大ナリシカ放ニ維新潟ニ在リテハ来タ

親権ヲ認ムノレニ3?:ラサリキ然ノレユ維新後家族制度ノ檎衰

アルト共ニ外国法/継受スノレニ及ヒテ著シク{防人ノ権利

/発達ヲ来シ…(中略}・民法ハ他人制度ノ発途ニ鑑ミ…

(中略)…父母ノ間ニ区別ヲ設クノレ理由ナシトシテ母ノ親

権ヲモ認メタノレ外尚ホ童話権者タノレ父叉ノ、母ノ義務ヲ認メ

タワ J53)(傍点は片野)と毅権規定の沿革を説扮した後、

「親権者ハ未成年ノ子ヲ監護、教育スノレ範部内ニ於テ共

子ノ自治ヲ拘束スノレコトヲ得ヘシ…親権者ハ子ノ監護教

育ヲ為ス義務ヲ共子ニ対シテ負担スJ54) と親権規定の解

釈をするのである。仁井EBの童話機に関する記述全体を通
じて、子の無権利や親の国家に対する義務とし、う思想は

全く見られない。仁;I1:EBの親機解釈は!日民法(ボアソナ

ード民法〉箪案及び梅謙次論の思想と全く一致するもの

といってよかろう。

さらに、向田修が毅権解釈においても「ー濁ニ於テハ

親ノ権利タノレト問時ニ他ノ一郎ニ於テハ親ノ義務タリ故

ニ監護・教育ニ必婆ナノレ毒事項ハ親カ子ヲ強制シテ之ヲ為

サシメ得ノレト同時ニ子モ亦親ニ議求シテ之ヲ為サシメ得

ノレモノナリ J55)(傍点は片野)と子の教育請求の権利を認

めているO

その他、「毅権者ノ監護ノ義務ハー磁ニ於テハ其予ノ

監護ヲ受ケノレ権利ト相等シJ56)(傍点は片野)とする島田

の解釈、あるいは「毅権ノ目的ハ主トシテ子ノ利益保護

ニ在世…(中略)…親トシテ其子ノ利益ヲ保護セサノレヘカ

ラサノレカ故ニ権利ヲ行フハーノ義務ナリ J5T)(傍点は片

野〉とする牧野博二七の解釈等をみても、子の権利と親の

子に対する義務とL、う抱え方こそあれ、子どもの権利の

無視と殺の国家への義務という解釈はほとんど見当らな

し、。

以上、考察したように、民法典論争において断行派に

廃していた梅謙次郎はもとより、断行派の学派(フラン

ス法学派〉と対立的関係にあったイギリス法学派に属す

る穂積燦雪量、さらには穂積八束と並び延期派の主要人物

であった奥回義人においてさえも、親の麹家に対する義

務ではなく、親の二子に対する義務と子どもの権利の承認、

とがその鋭機解釈において本質的に向様にみられること

は頗る護大なことであって、親権解釈の康史が子どもの

権利の無視であったかの如き記述は全く不注意なもので

あるといえよう。

明治民法の親権解釈において、上記の一般的解釈とは

全く対称的な解釈を焚いたのは穂積八束であった。

穂積八束の解釈で特徴的なことは、上記多数の解釈が

鋭機あるいは親族法を私法として抱えたうえでの解釈を

しているのに対して、穂積入来は「親族法ハ公法ニ層ス

家長権ハ私権:ニ非ラザノレナリ仮綴族関係ニ併ブノ財産関

係ハ実際ノ便主主ノ為ユ同一法典ニ混合シテ規定セラルル

コトアノレモ純粋綴族法ノ、公法ニ潟スJ58) と親族法は公法

に属するものだと位鐙づける。この穂積八東の公法思必

の前提には「法制ノ源ハ劣者カe優者ニ服従スノレ事実ニ伴

ウテ発途ス、市シテ{優劣ノ議ハ親子ノ間ニ於キテ先ツ別

ノレノレモノナノレガ故ニ凡テノ法員IJノ源ハ家淡ノ関係ニ存ス

ノレモノト玉三フコトヲ得ナリ・・(中野各)…子カ父ニ対スノレノ

関係ハ実ニ権力ノ関係ト云へノレ・{中略)…権力トハ命令

シテ線従スノレ義ナリ J59)(傍点は片聖子〉とあるように、家

父長制における親と子の命令服従関係を法の根底に援く

とL、う発想があるのである。このような穂積八束の法，思

想あるいは親族法の把握からは、子どもの権利や毅の子

に対する義務とL、う親権解釈が生じる余地は全く無いこ

とは明白であり、法典調査会における彼の見解は当然だ

といえよう。

今まで考察したように、穂積八東を除くほとんどの親

権解釈が綴と子の家父長的命令服従関係を否定し、子ど

もの権利を承認しているが、この私法としての親権規定

が公法としての就学義務規定とどのような関連があるも

のとして解釈されていたかについて考察することにより

当時の教育法における親構見安の佼援がある程度は判明

しよう。

(2) 就学義務解釈と毅権規定

明治23年改正小学校令には「学齢児主主ヲ保護スヘキ者

ハ共学齢児童ヲシテ尋常小学校ノ教科ヲ卒ラザノレ関ハ就

学セシムノレノ義務アルモノトスJと規定されている。こ
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のいはば公法としての性格をもっ就学義務が、私法とし

ての親権競定とL、かなる関連性で抱えられ解釈されてい

たかを、民法学者の解釈と教湾行政法学者の解釈を対比

させる形で考察してみたい。

梅謙次郎は「若、ン関家ニ対スノレ義務トカ或ハ災問家ノ

務メヲ綴ガ持ッテイノレト云フコトデアノレナラバ公法上ノ

問題トナリマス・・(中国各)…成稼親ガ親トシテ国家ニ対ス

ノレ義務ガアノレコトハ勿論アノレコトデソレハ教育令等ュ規

定ガアザマスガ民法ニ関シテ規定スノレコトデハナイト窓、

フJoO)と公法としての就学義務(親の国家に対する義務)

と私法としての親権規定(親の子に対する義務と権利)

とを分離させて抱えている。

また、奥回義人も「現行小学校令ニ於テ毅ハ共子ヲ小

学校ニ就学セシムノレ公法上ノ義務ヲ魚ブモ此義務タノレ小

学校令ノ規定ュ依リテ始メテ発生スノレモノニシテ民法ノ

関スル所ニ非ラス…(中絡)一要スノレニ民法上ノ義務ハ純

熱タノレ私法上ノ義務ニシテ其公法上ノ義務タノレ性質ヲ受

グルト否トハ全ク他ノ公法上ノ規定ニ依ノレモノナザ J61)

(傍点は片野〉と小学校令における公法上の義務は民法

上の義務とは関係のないことを明らかにしている O さら

に掛下が「親ハ小学校令ニ依リ子ヲ小学校ユ入セシム可

キ義務アリ而シテ親ハ其委員務ヲ尽スヲ以テ共子ニ関スル

義務ヲ尽シタジト云ブヲ得ズ小学校令ョリ生スノレ主義務ハ

公法上ノ義務ニシテ子ト毅トノ関係ニプラス之ニ反シテ

親権ヨリ生スノレ義務ノ、私法上ノ義務ニシテ親子関ノ権利

義務ヲ規定シタノレモノ J62) と公法としての小学校令にお

ける就学義務と親子関の権利義務関係を規定した続権競

定とは別{留のものとして抱えている。

その他の民法学者で小学令との係わりで親権を説明し

ているものは見当らなかった。そのことは他の民法学者

は親権規定は私法であることを当然と考えていたとみて

よかろう。

これら民法学者の私法としての毅権と公法としての就

学義務とを区別して抱揮する傾向に対し、教育行政法学

者の抱えブJはどうであったろうか。

磯首代は小学校令の解釈にますL、て「就学の義務は児重言

及び共保護者の両者に対して負忽せし能はざるの理なし

と駿も、共保護者に義務を負はしむれば児家は民法第

879条によりて共就学を強制し得べきを以て特に児主主に

義務を負はしむるの必要はなし、J63) と、就学義務は児童

も負うものであるが、民法上の幾定〈親権規定)にその

義務を児童にも課しているので、公法Tこる小学校令にわ

ざわざ規定する必婆がないとしている。この格商代の解

釈の前提には「絶対的なる親権の効力により必要なる範

関内に於て自ら其予を懲戒するの権力を汚いて之を就学

せしむべきなり部して児家は之に服従するの義務あるを

以て就学せざるべからずJ61)(傍点は片野)とL、う親子の

絶対的な命令滋従関係という穂積八来的親権解釈があ

り、そこから裁の子を就学させる義務と子のそれに服従

し就学する義務という就学義務解釈に連続させているの

である。

この穣商代の解釈のように、子の親の命令に対する服

従の義務(二子の無権利〕という親権解釈との関係で小

学校令の就学義務競定の解釈を行なっている{岡山主他にみ

られず、大山幸太郎著『日本教育行政法論~ (大IE元年)

渡辺氏次郎著『学校管理法精義~ (明治44年)、小泉叉一

編『学校管浬法~ (明治43年)、里見勝次郎・増戸鶴予言共

編 f学校管理法及教育法令~ (明治35年)等、国家への

国民の就学義務の強調を親権土産定に触れぬ形で述べてい

る例が多数みられる。

それに対し、小11J令之は小学校令における就学義務規

定は主主主言資践の7.iJJなく児童を就学させることが親の国家

に対する義務であることを定めたのであり 65)、「民法上

に有する私法上の義務とは此根拠を異にする…(中略)…

児主主は国家に対して就学の義務を負担する者にあらずJ

66)と公法としての就学義務規定と私法としての親権の区

別を説きれ国家日親日子ど弘、という命令服従関係を否

定している。

武部欽ーは「民法第879条には『親権ヲ行フ…(絡)...~

と規定しているが、此の教育義務は親権者が未成年の子

に対する支務であって国家に対する交務ではなく、叉義

務の内容も小学校教育と定められたものではなく、更に

学校教育に限定せられたものでなくして家庭教育を含ん

だものであり、私法上の義務であるJ67)と私法上の親権

規定は親の国家に対する義務ではなく子どもへの義務を

規定したものであると解釈している。また武部は小学校

令に就学義務が規定された理由を「ままし児童を就学せし

めることを保護者の任意にして置いたならば、到底総て

の鼠民をして一様に最小限度の教育さえも受けしむるこ

とはできないから法律上の義務として就学を強制するこ

とが必要になってきたJ6めからだと説明する。この武部

の殺の国家に対するま義務という就学義務規定の解釈と、

殺の子に対する主義務とL、う親権規定を分離して把える解

釈からは鼠家→毅→子という命令関係は生じないといえ

よう O

また、織問万は上記の小山令之、武部欽ーとは異な

り、教育は「社会ノ秩序ヲ蚤シ国家ユ対スノレノ業務ヲ了

知セシメサノレJ69)ものだとしながらも、「学齢児童ェ対シ

親権ヲ行フ者叉ハ後見人等所誠学齢児支保護者ハ…(中

略〉…就学セシムノレノ業務アノレモノトスJl0) (傍王寺、は片
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野〉と親の子に対する義務とL、う親権解釈を就学義務規 権利を認めざるを得なかった毅権規定の前途は、大IE6

定の解釈にも取り入れていることは注gに値する。 年から始まる臨明教育会議、さらには大IE8年の臨時i法

このように、親権規定を公法としての就学義務解釈に

援用しているものには、織的万と穣商代が挙げられ、そ

の両者の解釈においては親子の権利義務関係は全く対称

的に抱えている。また、小山令之、武部欽ーは私法とし

ての親権と公法としての就学義務とを分権陸して抱え、そ

の就学義務の解釈こそ異なれ、鼠家日親とし、う命令服従

関係が「親の子に対する義務」とL、う親権解釈によって

信書家日子とL、う命令服従関係にまで及ぶことを阻み待た

といってよL、。その他の小学校令における就学義務解釈

の多数は、親権規定には何等触れることなく、箆民の国

家への義務を説いている。

このようにしてみてくると、就学義務解釈への綴権規

定の援用は非常に稀であり 11)、そのことと前に見たよう

に民法学者のほとんどが「子どもに対する親主義務」とし、

う解釈をしていることを考え合わせると、 E星野安三郎氏

が「本来私法上の問題である親権とその義務伎が・(中

国各)…民家社会に対する就学義務とLヴ公法上の間走塁に

無媒介的に連続する J12) と述べられることは、氏自身こ

の記述は時期的に不明確な記述(法9義務査会の審議や沼

和85fの穂積重遠の著作を例にとった記述〉といえると

ともに、少なくとも明治中期から大IE初期までの時代に

おける解釈の態様とは族会しないといえよう。

今までみたように、!日民法草案の精神を受け継いだ悔

謙次郎の「親の予に対する教育主義務とそれに対応する子

の殺に対する請求権をも含む教育合受ける権利の承総J

が穂積八束等の反対を押し切って法典調夜会の議決な

経、明治民法の親権規定となった。さらには、その後の

解釈においても、民法学者の多数が子どもの権利を認

め、あるいは図家に対する義務を否定しているO また、

公法としての就学義務解釈においても私法としての続権

と切り離して解釈している例が多く、そのことは、忠孝

の精神安関民に強要せしめようとする教育勅訴と、それ

の法制化としての小学校令、小学教員Ij大綱等のいわゆる

教育勅語法制とは裕容れない存在であったといえよう。

それは「親はその子の殴護教育を為す権利義務を有すと

したのは、『親子をしてまさしく権利義務の関係に立た

しめたもので……我ガ国孝道の鋭念と粉容れ』ず、これ

では『道徳の主義と立法の主主義が根本から相容れぬJこ

とになり、『親権を徐かなければ、家族紛度を維持する

ことができぬ~13) と L寸奥田義人の言葉に象徴されてい

る。この奥泊義人でさえ、その解釈においては子どもの

制審議会等に代表される民法改正の大きな動きを控へ、

決して切るいものではなかった。とはいえ、 制裁権規定

解釈の燦史をみることにより子どもの権利の思想が皆無

に等しかったu などとは全く L、L、得ず、 、、穂積八来的解

釈が茂倒的、、だということも頗る誤解を生じ易い記述だ

とL、うことt主で、きょう O

このようにしてみてくると、法体制緩立期において親

権規定の存夜は、教育勅認に象徴される天皇制家族関家

鋭とは相容れない極めて異色の存夜でもあったといえる

だろう O ただ、そのことが、天皇制家族問家イデオロギ

ーと全く対立物として存続するのか、あるいは、内容的

に空洞化、表しくは変質させられ、結巣的には天袋綴家

族関家綴ないしは法務UlJ主に従潟しそれな補完する役割を

果たすことになるのかの判断は、本橋のみでの考察では

可能とはし、L、難し、。ともあれ、今までの考察から明らか

になった事実は、教育権思想上からみれば、主重要なる一

ページを印すものということだけはできょう。

総括と今後の課題

法体制確立期は、法怠i阪についていえば、この時郊の

支配階級である寄生地支のイデオロネーである封建的家

族制度観に発した穂積八束の「家臨ハ本トニ義ナラズ、

一家ハ-1翠ヲ成シ、一関ハ一家ヲ成ス、共ニ父複ヲ崇拝

シj毛ノ威室長ノ保護ノ下ニ子孫松依リテ和毅敬愛ノ公向ノ

生ヲ玉三フスノレナリ…国ハ家ノ大ナノレ者、家ハ国ノ小ナノレ

者、之ヲ我カ民族建問ノ大本トス、間体ノ溺源主主ニ夜ノレ

ナワ」とL、う表現に象徴される天皇制法思想、の確立した

持期として抱えられ cr講座現代法務 14巻「外国法と日
本法J~ 62~63ページ参照)、また教育法制としては、教

育諸訟のj二にあって、教育(特に徳育)の方向と基準が

教育勅諮及び各種の勅言語f行差是によって確立された時期で

もあった。 <r臼本近代法発達史第 1 著書~ 135~136ベージ

参照)といわれるO

このようなものとして佼援づけられる法体秘確立期に

おし、て、「一切ノ権利ハ子ニ属シ父母ハ兄義務ヲ有スノレ

ニ逃キス…EE俗jハ鼠家ニ|浪ラス一家内ニ於テモ消滅スヘ

キハ自然ノ数j と、親子の権利義務関係を従来の家父長

権的命令服従関係から転化せしめた!日民法の草案の怒想、

が法典調査会においては梅謙次郎の主張となって表わ

れ、穂積八東等の反対を錯Uし、明治民法に規定され、さ

らにはその後の解釈にも多大なる影響を与えたことは君主

に見た通りであるO その事実は単に、日本の教育権思想

史上に輝かしい 1ベージを印したということにとどまら
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戦前日本教育機感想、史研究(その1)

ず、法体制確立期における法思想史の問題としても、穂

積八来的家族制度国家観と対立する思想がかなりの勢力

を保っていたことの証明にもなろうと、また、親権規定

そのものが、天皇制j家族国家法体制の確立とは矛属した

存在であったともL、L、えよう。

しかし、子どもの権利を認め、続の悶家への義務を否

定する親権解釈が大正中期以降も多数説として存続しう

るか~か、あるいは教育勅語法制の下において(法体制

確立郊に教育勅語法制が定まったとし、う意味において)、

続権規定の存夜の事実に対しいかなる評備と位援づけを

するべきか、残された課題は多L、。その課題の究明には

その後の親権解釈の系譜を考察することは勿論、 i(教育

勅認は〉憲法と[母等の法力を手ます…諸学校令を法律に改

むるに当りても議会はさ当然この趣旨を執行するに必童書な

る法律に協賛すベ~義務を負うものなり…教育の勅諮に

背反する所あらんか、教育行政の機関は、尚憲法違反と

同様の爽任を負はざるべからずJ74) とさえ解釈された教

育勅語の法的性格ないしは、教育活動への法的拘束力の

究明などが不可避の問題となるが、本稿においては資料

不足その他の漂白で為し得なかっf.::.oただ、戦前日本の

教育権思想史をIEしく把掘する上で、戦前日本の親権解
釈が子の無権利と殺の国家に対する義務という解釈で貫

かれていたがの記述は頗る問題があることは説明しえた

と思う。

次回は上記教育勅語の法的性絡の究明と、臨時教育会

議・総持法制審議会の議事緩緯の考察などを通して、戦

前教育法制における親権規定の佼重量づけ乃家その存在の

窓味づけをしたし、と窓、う。
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